
下　水　道　事　業　特別会計





 

議案第１３号  

 

平成２６年度那須塩原市下水道事業特別会計予算  

 

 平成２６年度那須塩原市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，２１５，８３８千円と定

める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予

算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表  債務負担

行為」による。  

 （地方債）  

第３条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表  地方債」

による。  

 （一時借入金）  

第４条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高額は、６００，０００千円と定める。  

 

 

 

  平成２６年２月２８日  提出  

 

那須塩原市長  阿  久  津   憲  二    
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(単位　千円)

款 項 金   額

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

歳　入( )

分 担 金 及 び 負 担 金  1 18,944.

負 担 金  1 18,944.

使 用 料 及 び 手 数 料  2 978,693.

使 用 料  1 977,293.

手 数 料  2 1,400.

国 庫 支 出 金  3 237,355.

国 庫 補 助 金  1 237,355.

繰 入 金  4 1,342,653.

一 般 会 計 繰 入 金  1 1,342,653.

繰 越 金  5 5,000.

繰 越 金  1 5,000.

諸 収 入  6 126,293.

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料  1 2.

雑 入  2 126,291.

市 債  7 506,900.

市 債  1 506,900.

歳　　 　入　　 　合　　 　計 3,215,838
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(単位　千円)

款 項 金   額

歳　出( )

下 水 道 管 理 費  1 651,961.

総 務 管 理 費  1 237,965.

施 設 管 理 費  2 413,996.

下 水 道 建 設 費  2 602,141.

下 水 道 建 設 費  1 602,141.

流 域 下 水 道 費  3 375,648.

流 域 下 水 道 費  1 375,648.

公 債 費  4 1,583,088.

公 債 費  1 1,583,088.

予 備 費  5 3,000.

予 備 費  1 3,000.

歳　　 　出　　 　合　　 　計 3,215,838
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（単位　千円）

（単位　千円）

計

第３表　地　方　債

特定環境保全
公共下水道事業債

506,900

134,400

起債の目的

公共下水道事業債

流域下水道事業債 176,000

証書借入

又は

証券発行

起債の方法

平成２６年度水洗トイレ改造資金
融資斡旋に伴う利子補給

自　平成２６年度
至　平成３１年度

第２表　債務負担行為

限度額

事　　項 期　　間 限　度　額

金融機関との契約に基
づく利子

196,500

償還の方法

政府資金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
にはその債権者
と協定するもの
による。ただ
し、市財政の都
合により据置期
間及び償還期限
を短縮し、又は
繰上償還もしく
は低利に借換え
することができ
る。

利　率

年5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）
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１　特　別　職

２　一　般　職

（１）総　　括

報　　酬

（単位　千円）

（単位　千円）

262職 員 手 当
の 内 訳

15,522

期末手当

特殊勤務
手　　当

8,613

8,226

勤勉手当

△ 648

1,824

△ 463

15,985

△ 372

1,296

6,005924

比　較

備　　　考

122,978

前　年　度

本　年　度

17

17

比　較

前　年　度

本　年　度

区　　分

比　較

△ 387

1,138

21,545

21,843

管理職手当

298

35,657

111 0 1110

111

合　　計

通勤手当

0

宿日直
手　当

時間外
手　当

△ 872△ 288

34,785

住居手当

職員手当

66,638

寒冷地手当扶養手当

共済費

123,840

△ 1,160

876

△ 862

管理職員特
別勤務手当

給　　　　与　　　　費

前　年　度

本　年　度

区　　分

1,176

0 0

1,794

△ 630

2,424

1,366

4,639

0

0

00 0

0 0

0 0 111111 0 0 0

0

0 111 0 0

15 444 0 0

0 0 0 0

0

0

0 444

0 0 0

444 444

0 0 0

0 0 444

15 444

0 0

0 0

15 555 0 0 0 0 0 555

区　　分
職員数
（人） 報　　酬

0

15

期末手当 地域手当
寒冷地
手　当

その他
の手当

0

0

0

00

0 0

計

101,135

給　　料

66,350

102,295

備　考共済費
計

給　　　　　与　　　　　費

給　　料
合　　計

555 555

0

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

区　　分
職員数
（人）

本
年
度

計

その他の
特 別 職

議 員

長 等

（単位　千円）

議 員

長 等

555

555

議 員

長 等

前
年
度

比
較

計

その他の
特 別 職

計

その他の
特 別 職
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

△ 387

1,366
262

△ 463

管理職手当
△ 372

△ 630
△ 648

その他の増減分

制度改正に伴う
増減分

その他の増減分

昇給に伴う増加分

期末手当

時間外手当
通勤手当

扶養手当

△ 872

勤勉手当

住居手当

区　分

給　料

職　員
手　当

増減額

△ 288

増減事由別内訳 説　　　　明 備　　　　考

（単位　千円）

△ 872

1,018

△ 1,306

給与改定に伴う
増減分
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（３）給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給与

　注　特例期間（平成25年7月1日～平成26年3月31日）において給与減額支給措置を実施

　イ　初任給

高　校　卒

大　学　卒

　ウ　級別職員数

級 職員数(人) 構成比(％) 級 職員数(人) 構成比(％)

１　級 2 11.8 １　級

２　級 2 11.8 ２　級

３　級 3 17.6 ３　級

４　級 5 29.4 ４　級

５　級 4 23.5 ５　級

６　級 1 5.9

７　級

８　級

計 17 100.0 計

１　級 1 5.9 １　級

２　級 3 17.6 ２　級

３　級 2 11.8 ３　級

４　級 6 35.3 ４　級

５　級 4 23.5 ５　級

６　級 1 5.9

７　級

８　級

計 17 100.0 計

区　　分

平成25年1月1日現在

平均給料月額(円)

137,200

平均年齢　　(歳) 43歳0月

技能労務職(円)

平均年齢　　(歳)

一般行政職(円) 技能労務職(円)
国　　　の　　　制　　　度

321,629

平成25年
1月1日現在

144,500 137,200

一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

平成26年
1月1日現在

172,200 172,200

区　　分

140,100

区　　　　　　　　分 一般行政職

一般行政職(円)

平均給与月額(円) 359,429

技能労務職

292,954平均給料月額(円)

平成26年1月1日現在 329,005

42歳7月

平均給与月額(円)
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（級別の標準的な職務内容）

　エ　昇給

(人)

(％)比　率 （Ｂ）／（Ａ）

８号給

64.71% 64.71%

11 11

11 11

17 17

76.47% 76.47%

２号給

昇給に係る職員数　(Ｂ)

６号給

11 11

代　表　的　な　職　種

一般行政職 技能労務職

17 17

2 2

13 13

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

(％)

(人)

合　　　計

相当の技能又は経験を
必要とする技能労務職
員の職務

４　　　級　

前
年
度 号給数別内訳

本
年
度

区　　　　　分

号給数別内訳

(人)

(人)

技能労務職

技能労務職員の職務

高度な技能又は経験を
必要とする技能労務職
員の職務

職　員　数　　　 （Ａ）

６号給

４号給

２号給

昇給に係る職員数　(Ｂ)

４号給

８号給

職　員　数　　　 （Ａ）

比　率 （Ｂ）／（Ａ）

(人)

(人)

困難な業務を分掌する
参事の職務

８　　　級

主査の職務

４　　　級　

５　　　級

技能又は経験を必要と
する技能労務職員の職
務

３　　　級

２　　　級

困難な業務を分掌する
副参事の職務

参事の職務

７　　　級

主任の職務

３　　　級

困難な業務を分掌する
主事又は技師等の職務

困難な業務を分掌する
主幹の職務

副参事の職務

６　　　級

２　　　級

技能労務職員の職務

区　　分

区　　分

主事又は技師等の職務

主幹の職務

５　　　級

１　　　級

副主幹の職務

一般行政職

１　　　級
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　オ　期末手当・勤勉手当

支 給 率 計

６月(月分) １２月(月分) （月分）

本 年 度
(1.025)
1.9

(1.125)
2.05

(2.15)
3.95

前 年 度
(1.025)
1.9

(1.125)
2.05

(2.15)
3.95

国 の 制 度
(1.025)
1.9

(1.125)
2.05

(2.15)
3.95

　注　（　）内は再任用職員の支給率

　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

支 給 率 等 28.7875 38.955 55.86 55.86

国 の 制 度
(支給率等)

27.025 36.57 52.44 52.44

　注　支給率については、国の制度同様に段階的な引下げを実施しているが、改定時期が国と異なる

　キ　特殊勤務手当

一般行政職 技能労務職

0.0 0.0

0.0 0.0

　ク　その他の手当

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置
(2 ％ ～ 20 ％ 加 算 )

代　表　的　な　職　種

支給対象職員の比率(％)
(平成 26年 1月 1日現在 )

扶　　養　　手　　当 同　じ

２０年勤続の
者（月分）

住　　居　　手　　当

３５年勤続
の者（月分）

通　　勤　　手　　当
自動車等利用の距離区分に
ついて、国と異なり２Km毎
に設定している。

同　じ

異なる

最 高 限 度
（月分）

そ の 他 の
加 算 措 置 等

給料総額に対する比率(％)

代表的な特殊勤務手当の
名称

区　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

２５年勤続
の者（月分）

定 年 前 早 期 退 職
特 例 措 置
(1 ％ ～ 45 ％ 加 算 )

全　職　種区　　　　分

備　　考区　　分
支給期別支給率

備　考

職制上の段階、職務の級等
に よ る 加 算 措 置

有

有

有

区　　分
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平成２１年度水洗トイレ改造資金
融 資 斡 旋 に 伴 う 利 子 補 給

金融機関との契約に
基づく利子

21年度～25年度 639

平成２２年度水洗トイレ改造資金
融 資 斡 旋 に 伴 う 利 子 補 給

金融機関との契約に
基づく利子

22年度～25年度 417

平成２３年度水洗トイレ改造資金
融 資 斡 旋 に 伴 う 利 子 補 給

金融機関との契約に
基づく利子

23年度～25年度 235

平成２４年度水洗トイレ改造資金
融 資 斡 旋 に 伴 う 利 子 補 給

金融機関との契約に
基づく利子

24年度～25年度 227

平成２５年度下水道使用料改定シミュ
レ ー シ ョ ン 及 び 分 析 業 務 委 託

10,100 25年度 1,000

平成２５年度水洗トイレ改造資金
融 資 斡 旋 に 伴 う 利 子 補 給

金融機関との契約に
基づく利子

25年度 107

平成２６年度水洗トイレ改造資金
融 資 斡 旋 に 伴 う 利 子 補 給

金融機関との契約に
基づく利子

債務負担行為で翌年度以降にわたる

又は支出額の見込み及び当該年度

期　　間
事　　　　　　項 限　　度　　額

前年度末までの支出見込額

金　　額
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（単位　千円）

26年度 14 14

26年度～27年度 45 45

26年度～28年度 59 59

26年度～29年度 251 251

26年度～27年度 9,100 9,100

26年度～30年度 851 851

26年度～31年度
金融機関との契約に
基づく利子

ものについての前年度末までの支出額

以降の支出予定額等に関する調書

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

当該年度以降の支出予定額

地　方　債 その他期　　間 金　　額 国県支出金
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13,909,949 13,062,472

2,135,595 2,168,288

1,395,221 1,334,483

17,440,765 16,565,243

特定環境保全公共下水道事業債

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る

及び 当該年度末に お け る 現 在高

計

流 域 下 水 道 事 業 債

区　　　　　分 前々年度末現在高 前年度末現在高見込額

公 共 下 水 道 事 業 債
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(単位　千円）

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額

196,500 1,031,782 12,227,190

134,400 107,643 2,195,045

176,000 72,940 1,437,543

506,900 1,212,365 15,859,778

現 在 高 並 び に 前 年 度 末

の 見 込 み に 関 す る 調 書

当該年度末現在高見込額
当　該　年　度　中　増　減　見　込　み
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